
長井市学校施設長寿命化計画  改訂新旧対照表 

          改   正   案           現      行 

１. 学校教育施設の長寿命化計画の背景・目的等 

１-１．背景 

（略） 

令和 3年 3月に策定した「長井市学校教育施設長寿命

化計画」（以下、「本計画」という。）では、少子高齢化

の影響を考慮した財政の将来推計を行うとともに、学校

施設の老朽化等の状況を把握した上で、長期的な施設整

備の方針やスケジュールを示しました。 

当初策定からの進捗状況を踏まえ、令和 7年度までの

各種データを時点修正するとともに、「長井市公共施設

等整備計画（令和 5年 3月改訂）」や「第 3期長井市教

育振興計画（令和 6年 3月策定）」の内容を反映し、本

計画を改訂します。 

 

１-２．目的 

（略） 

１. 学校教育施設の長寿命化計画の背景・目的等 

１-１．背景 

 （略） 

  長井市学校教育施設長寿命化計画（以下、「本計画」と

いう。）では、少子高齢化の影響を考慮した財政の将来推

計を行うとともに、学校施設の老朽化等の状況を把握し

た上で、長期的な施設整備の方針やスケジュールを示し

ます。 

 

 

 

 

 

 

１-２．目的 

（略） 



 

１-３．計画期間等 

 本計画の計画期間は、令和 3年度から令和 12 年度まで

の 10 年間とします。なお、将来人口推計や財政状況の見

直し等の変化に対応するため、概ね 5年ごとに計画の見直

しを行います。また、計画期間とは別に、より長期的な視

野で、学校の維持または適正規模・適正配置等を検討する

最適化検討期間を設定し、その期間は令和 3年度から令和

42 年度までの 40 年間とします。 

 

１-４．対象施設 

（略） 

以下、図表内では学校名を略称とする。 

 

 

１-３．計画期間等 

 本計画の計画期間は、令和 3年度から令和 12 年度までの

10 年間とします。なお、将来人口推計や財政状況の見直し

等の変化に対応するため、概ね 5年ごとに計画の見直しを

行います。また、計画期間とは別に、より長期的な視野

で、学校の維持または統廃合等を検討する最適化検討期間

を設定し、その期間は令和 3年度から令和 42 年度までの

40 年間とします。 

 

１-４．対象施設 

（略） 

 

 



２. 学校教育施設の目指すべき姿 

 長井市公共施設等整備計画では、学校教育施設の目指す

べき姿として次のように定めています。（必要箇所を抜

粋） 

削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２. 学校教育施設の目指すべき姿 

 長井市公共施設等整備計画では、学校教育施設の目指す

べき姿として次のように定めています。 

 

２-１.公共建築物に関する基本方針 

（１）施設の長寿命化 

老朽化が進んでいる施設のうち継続して使用する施設

については、壊れてから直すという「事後保全型」の

維持管理から、計画的に保全を行う「予防保全型」の

修繕を行うことにより、長寿命化を図っていきます。

また、新たに施設整備を行う際には、長期に利用でき

る仕様を検討し長寿命化を図ります。 

（２）施設の耐震化 

新耐震基準（昭和 56 年 6 月 1 日施行）以前に建築し

た施設については、利用状況の高い施設や重要度に応

じて耐震診断を行い、必要に応じて耐震化を図ってい

きます。 

（３）適正な新規整備と量の縮減 

既存施設の有効利用を図り、既に整備に向け計画的

に取組が進められているものや各種計画等に盛り込ま

れているものを除き、新規整備は出来るだけ抑制しま

す。 

また新たなニーズに対応する場合には、既存施設の



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２-１.基本方針 

（１）維持管理・更新の方針 

① 維持管理 

老朽化が進んでいる施設のうち継続して使用する施設

多目的化や複合化、転用を検討し、政策的に必要不可

欠と判断し、新規整備が必要となる場合は施設総量の

縮減を図りながら応えていくように努めます。 

あわせて、市の施設としての必要性等を検討し、移

譲や廃止などにより施設総量の縮減を図ります。 

（４）整備手法の検討 

従来型の公共施設の整備手法のほか、「PPP/PFI」な

ど民間活力を活用した整備手法を検討し、改修・更新

コストや管理運営コストを縮減します。 

（５）施設のユニバーサルデザイン化 

障がい者や高齢者、妊婦・子供連れ、外国人等を含

めた全ての人にとって暮らしやすいまちづくりを目指

し、施設の改修及び更新等にあたっては、ユニバーサ

ルデザイン化を進めます。 

なお、ユニバーサルデザイン化の推進に当たって

は、国が定める「ユニバーサルデザイン 2020 行動計画

（平成 29 年 2 月）」の考え方を踏まえつつ、取組を進

めるものとします。   

 

新設 

 

 

 



については、壊れてから直すという事後保全型の維持管

理から、標準的な修繕周期を踏まえた計画的な予防保全

型としての修繕を行うこととし、効率的な維持管理を実

現するため、経常的な修繕と計画修繕を実施します。 

② 更新 

公共施設等の更新については、大きな財政負担を要す

るため、市民をはじめとした利用者の的確なニーズや維

持管理の方策等を十分に考慮し、施設の修繕や改修、新

設などにあたっては、ライフサイクルコスト※24 に配慮

した計画、設計・工法を導入し、適切な耐久性の確保に

努めます。 

また、役割を終えたと考えられる施設については除却

し、跡地の有効利用を図り、施設によっては用途の転換

の可能性も検討していきます。 

 

（２）点検・診断の方針 

公共施設の多くは不特定多数の利用があるとともに、

有事の際の避難施設となり、学校教育系施設や子育て支

援施設など、市民の生活を支える施設として、十分な安

全性・機能性を有することが求められているものであ

り、施設の老朽化や劣化による事故等を未然に防ぐとと

もに、常時健全な状態を維持できるよう、定期的に点検

を行い、適切な維持管理に努めていくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新設 

 

 

 

 

 

 

 



①日常的な点検・診断 

施設の安全性の点検や診断など施設管理者による日常

的な点検を実施し、点検結果を基に、必要に応じて専門

業者等による詳細診断などを実施し、適切な管理に努め

ます。 

②施設における定期点検の義務 

施設の建物、設備については、建物の劣化・損傷の状

況や防火上必要な構造物が撤去されていないかなど安全

性や適法性を確保し、非常警報・屋内消火栓等の消防設

備の動作状況など、様々な事項について関係法令等で定

期点検等を実施することが義務となっています。 

施設管理者は、法令に基づく定期点検等を実施し、ま

た、自ら定期的に見回るなど適切な維持管理に努めてい

ます。今後もこれまで実施してきた施設・設備の継続的

な点検を実施してきます。 

③有資格者による定期点検の実施 

今後もこれまでに実施してきた資格を有する担当者に

よる建築基準法第 12 条第 2項及び第 4項の規定による

施設の建物、設備の定期点検を実施していきます。 

 

（３）安全確保の方針 

公共建築物を更新する際には、ハザードマップなどを

参考に、必要に応じてより安全性の高い場所への移転・

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新設 

 

 



統合を検討します。 

道路や下水道といったインフラ施設については、施設

の新設や更新等の際に、耐久性や耐震性の向上を図りま

す。 

なお、点検・診断等で危険性が認められた施設につい

ては、使用制限等を行い、緊急修繕・更新等や解体撤去

など適切な措置を速やかに実施していきます。 

 

（４）耐震化の方針 

新耐震基準（昭和 56 年 6 月 1 日施行）以前に建築し

た施設については、利用状況の高い施設や重要度に応じ

て耐震診断を行い、必要に応じて耐震化を図っていきま

す。 

 

（５）長寿命化の方針 

厳しい財政状況の下、従来の建替えを中心とした老朽

化対策では対応が困難であり、中長期的な維持管理等に

係るトータルコストの縮減、予算の平準化を実現するた

め、各種個別施設計画に基づく「長寿命化」への転換を

図ります。 

また、可能な限り公共施設を長期的に活用するため、

老朽化による大規模な不具合が生じた後に修繕等を行う

「事後保全」だけではなく、損傷が軽微な段階からの予

 

 

 

 

 

 

 

 

新設 

 

 

 

 

 

新設 

 

 

 

 

 

 

 

 



防的な修繕等で、機能や性能の保持・回復を図る「予防

保全」に努めます。 

 

（６）ユニバーサルデザイン化の推進方針 

障がい者や高齢者、妊婦・子供連れ、外国人等を含め

た全ての人にとって暮らしやすいまちづくりを目指し、

施設の改修及び更新等にあたっては、ユニバーサルデザ

イン化を進めます。 

なお、ユニバーサルデザイン化の推進に当たっては、

国が定める「ユニバーサルデザイン 2020 行動計画（平

成 29 年 2 月）」の考え方を踏まえつつ、取組を進めま

す。 

 

（７）公共施設の脱炭素化の取組の方針 

我が国では、2050 年カーボンニュートラルの実現とと

もに、2030 年度の温室効果ガス排出量を 2013 年度比で

46％削減する目標の実現に向けて、再生可能エネルギー

の主力電源化など、様々な取組が求められています。 

本市でも、脱炭素社会実現に向けて、公共施設整備の

際には、太陽光発電の導入や建築物のＺＥＢ※25 の実

現、省エネルギー改修の実施、ＬＥＤ照明の導入などを

進めていきます。 

 

 

 

 

新設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（８）統合・廃止の方針 

既存施設の有効利用を図り、既に整備に向け計画的に

取組が進められているものや各種計画等に盛り込まれて

いるものを除き、新規整備は出来るだけ抑制します。 

また、新たなニーズに対応する場合には、既存施設の

多目的化や複合化、転用を検討し、政策的に必要不可欠

と判断し、新規整備が必要となる場合は施設総量の縮減

を図りながら応えていくように努めます。 

あわせて、市の施設としての必要性等を検討し、移譲

や廃止などにより施設総量の縮減を図ります。 

 

（９）民間活力の活用方針 

従来型の公共施設の整備手法のほか、「ＰＰＰ／ＰＦ

Ｉ」など民間活力を活用した整備手法を検討し、改修・

更新コストや管理運営コストを縮減します。 

 

２-２.公共建築物に関する具体的な取り組み 

（略） 

削除 

 

 

 

 

新設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新設 

 

 

 

 

２-２.公共建築物に関する具体的な取り組み 

（略） 

（２）施設台帳の整備 

整備計画の策定にあたり、様々な目的や用途をもった各

施設の現状を的確に把握する必要があります。施設管理台

帳の整備は、現在施設の管理運営を担当している部署毎に

把握している個々の施設データを一元化することにより、



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）地方公会計（固定資産台帳）の活用 

平成 27 年 1 月に総務省より財務書類の作成に関する

「統一的な基準による地方公 会計マニュアル」が示さ

れ、本市においては、平成 27 年度に固定資産台帳を整

備しました。 

今後は、この固定資産台帳を活用し、インフラ施設も

対象に、保有する資産量や減価償却費等を把握し、適切

な保有量の検討や施設の統廃合・再編など幅広い視点か

各施設の諸元・履歴・管理運営状況などを的確に把握し、

今後の建物の維持管理や修繕等を行う際の基礎資料とす

るために行います。また、建物に関する情報はもちろんの

こと、利用状況や管理運営コストもあわせて情報収集しま

す。 

平成27年 1月に総務省より財務書類の作成に関する「統

一的な基準による地方公会計マニュアル」が示され、原則

として平成27年度より平成29年度までの 3年の間での統

一的な基準による財務書類作成が要請されました。中でも

固定資産台帳未整備の地方公共団体においては、平成27年

度中に取り掛かることを要請されました。本市において

は、平成 27 年度に固定資産台帳整備が完了し、今後は台

帳の定期更新と施設管理に必要な項目を追記していくこ

とにより、施設整備の参考資料として活用します。 

 

新設 

 

 

 

 

 

 

 



らコスト削減を進めていきます。 

 

２-３.学校教育系施設の整備方針 

市内小学校 6校のうち、校舎については 5校（長井小・

致芳小・西根小・豊田小・平野小）、屋内運動場について

も 5校（長井小・致芳小・西根小・豊田小・平野 

小）で耐震改修や大規模改修が完了しました。伊佐沢小学

校は平成元年度に完成した建物で耐震性は確保されていま

す。南北中学校校舎及び屋内運動場については耐震診断の

結果、耐震性が確保されていますが、建物の長寿命化を図

るために、予防的な改修を行います。 

市内の学校施設は、災害時の避難所としても重要な施設で

あり、予防保全型の対応により施設の長寿命化を図りま

す。 

給食共同調理場は、令和 2年度に新調理場が完成しまし

た。旧調理場については解体を行います。 

 

 

 

３．学校教育施設の実態 

３-１．人口の推移 

（１）人口及び世帯の推移 

本市の人口は、昭和 60 年をピークに減少に転じ、平成 22

 

 

２-３.学校教育系施設の整備方針 

 市内小学校 6校のうち、校舎については 4校（長井小・致

芳小・西根小・豊田小）、屋内運動場についても 4 校（長井

小・致芳小・西根小・豊田小）で耐震改修や大規模改修が完

了し、平成 28 年度から平野小学校の大規模改修を予定して

います。伊佐沢小学校は平成元年度に完成した建物で耐震性

は確保されています。南北中学校校舎及び屋内運動場につい

ては耐震診断の結果、耐震性が確保されています。 

市内全ての学校施設（小学校 6校、中学校 2校）は災害時の

避難所としても重要な施設であり、予防保全型の対応により

施設の長寿命化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

３．学校教育施設の実態 

３-１．人口の推移 

（１）人口及び世帯の推移 

本市の人口は、昭和 60 年をピークに減少に転じ、平成 22



年以降は 3万人を下回っています。世帯数は平成 17 年から

平成 27 年までは減少しておりましたが、令和 2年は増加に

転じています。 

 

 

 

（２）将来人口推計 

日本の総人口が減少する中、画期的な人口増対策を講じ

ない限りは、本市の将来人口も減少が続くものと見込まれ

年以降は 3 万人を下回っています。世帯数は平成 17 年まで

は増加傾向でしたが、以降は減少に転じています。 

 

 

（２）将来人口推計 

日本の総人口が減少する中、画期的な人口増対策を講じな

い限りは、本市の将来人口も減少が続くものと見込まれま

す。 



ます。 

「日本の地域別将来推計人口（令和 5年推計）」によると、

学校教育施設を使用する 0-14 歳世代に着目すると、未就学

児を含みますが、令和 2 年の 2,897 人を基準とした増減率

は、10 年後の令和 12 年には 2,184 人で▲(ﾏｲﾅｽ)24.6％、20

年後の令和 22 年には 1,758 人で▲39.3％、30 年後の令和

32 年には 1,395 人で▲51.8％になると見込まれています。 

 

 

学校教育施設を使用する 0-14 歳世代に着目すると、未就

学児を含みますが、令和 2年の推計値 2,870 人を基準とした

増減率は、10 年後の令和 12 年には 2,166 人で▲(ﾏｲﾅ

ｽ)24.5％、20 年後の令和 22 年には 1,623 人で▲43.4％、30

年後の令和 32 年には 1,229 人で▲57.2％、40 年後の令和 42

年には 917 人で▲68.0％になると見込まれています。 

 

 

 

 

 



 

（３）社会増減の傾向 

平成 27 年から令和 2年にかけて、5歳階級別の人口増減

を見ると、15～19 歳、20～24 歳期は、学生等が進学や就職

で市外へ流出した影響により大きく減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）社会増減の傾向 

平成 22 年から平成 27 年にかけて、5歳階級別の人口増減

を見ると、25～29 歳期には約 119 人増加していますが、それ

以外のすべての年齢階級で人口が減少しています。特に 15

～19 歳、20～24 歳期は、学生等が進学や就職で市外へ流出

した影響により大きく減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

３-２. 学校教育施設の状況 

（略） 

 

（２）対象建物の棟区分 

対象建物の棟の区分は、例年、文科省に提出する学校施

設台帳に基づきます。ただし、台帳に記載しているエキス

パンションジョイント部は面積が小さいため、築年数が同

一であれば隣接する棟に含めることとします。各学校施設

の建物と経過の一覧を表 3-2-1 から表 3-2-8 に、年数経過

状況（令和７年５月１日現在）と建物配置図を図 3-2-2 か

 

 

３-２. 学校教育施設の状況 

（略） 

 

（２）対象建物の棟区分 

対象建物の棟の区分は、例年、文科省に提出する学校施設

台帳に基づきます。ただし、台帳に記載しているエキスパン

ションジョイント部は面積が小さいため、築年数が同一であ

れば隣接する棟に含めることとします。各学校施設の建物と

経過の一覧を表 3-2-1 から表 3-2-8 に、年数経過状況と建物

配置図を図 3-2-2 から図 3-2-17 に示します。 



ら図 3-2-17 に示します。 

 

（３）対象施設の面積  

対象施設の面積は、長井小学校が計 10,146 ㎡、致芳小学

校が計 4,282 ㎡、西根小学校が計 4,423 ㎡、平野小学校が

計 3,076 ㎡、豊田小学校が計 3,697 ㎡、伊佐沢小学校が計

2,799 ㎡、長井南中学校が計 9,007 ㎡、長井北中学校が計

8,913 ㎡で、8校の総延べ床面積は 46,343 ㎡です。 

 

（４）竣工年月と経過 

①長井小学校 

第２校舎、第３校舎が昭和 45 年～47 年竣工で 52 年～54

年経過していますが、体育館は平成 25 年竣工で 12 年経過、

管理棟は令和元年竣工で 5 年経過と、新旧の建物が混在し

ています。 

②致芳小学校 

校舎棟および管理棟ならびに体育館が昭和 52 年～54 年

竣工で 45 年～48 年経過しています。また、多目的ホール棟

として増築した部分は平成 5 年竣工で 31 年経過していま

す。 

③西根小学校 

体育館が昭和 51 年竣工で 48 年経過、校舎棟および管理

棟が昭和 58 年竣工で 42 年経過しています。 

 

 

（３）対象施設の面積 

対象施設の面積は、長井小学校が計 10,146 ㎡、致芳小学

校が計 4,478 ㎡、西根小学校が計 4,423 ㎡、平野小学校が計

3,076㎡、豊田小学校が計3,775㎡、伊佐沢小学校が計2,799、

長井南中学校が計 9,007 ㎡、長井北中学校が計 8,913 ㎡で、

8校の総延べ床面積は 46,617 ㎡です。 

 

（４）竣工年月と経過 

①長井小学校 

第２校舎、第３校舎が昭和 45 年～47 年竣工で 48 年～51

年経過していますが、体育館は平成 25 年竣工で 8 年経過、

管理棟は令和元年竣工で 1年経過と、新旧の建物が混在して

います。 

②致芳小学校 

校舎棟および管理棟ならびに体育館が昭和 52 年～54 年竣

工で 41 年～43 年経過しています。また、多目的ホール棟と

して増築した部分は平成 5年竣工で 27 年経過しています。 

 

③西根小学校 

体育館が昭和 51 年竣工で 44 年経過、校舎棟および管理棟

が昭和 58 年竣工で 38 年経過しています。 



④平野小学校 

校舎棟および体育館が昭和 59 年竣工で 41 年経過してい

ます。 

⑤豊田小学校 

校舎棟および体育館が昭和 60 年竣工で 39 年～40 年経過

しています。 

⑥伊佐沢小学校 

校舎棟および体育館が平成2年竣工で35年経過していま

す。 

⑦長井南中学校 

校舎棟、技術室棟、管理棟、体育館、柔剣道場が昭和 57

年竣工で 42 年～43 年経過しています。また、増築部分の教

室が平成 4年竣工で 32 年経過、エレベーター棟が平成 8年

竣工で 28 年経過しています。 

⑧長井北中学校 

校舎棟、管理棟、体育館、柔剣道場が昭和 57 年竣工で 42

年～43 年経過しています。 

 

（略） 

 

（６）大規模改修の経過 

①長井小学校 

校舎棟の耐震・老朽化対策改修を平成 13 年に第２校舎で

④平野小学校 

校舎棟および体育館が昭和 59 年竣工で 37 年経過してい

ます。 

⑤豊田小学校 

校舎棟および体育館が昭和 60 年竣工で 35 年～36 年経過

しています。 

⑥伊佐沢小学校 

校舎棟および体育館が平成 2 年竣工で 31 年経過していま

す。 

⑦長井南中学校 

校舎棟、技術室棟、管理棟、体育館、柔剣道場が昭和 57 年

竣工で 38 年～39 年経過しています。また、増築部分の教室

が平成 4 年竣工で 28 年経過、エレベーター棟が平成 8 年竣

工で 24 年経過しています。 

⑧長井北中学校 

校舎棟、管理棟、体育館、柔剣道場が昭和 57 年竣工で 38

年～39 年経過しています。 

 

（略） 

 

（６）大規模改修の経過 

①長井小学校 

校舎棟の耐震・老朽化対策改修を平成 13 年に第２校舎で



実施し 24 年経過、平成 22 年に第３校舎で実施し 15 年経

過、空調整備を平成 28 年に第２校舎、第３校舎で実施し 9

年経過、令和元年にエレベーター改修を第２校舎、第３校

舎で実施し 6 年経過しています。体育館は防災機能強化の

ために天井材落下防止改修を令和元年に実施し 6 年経過、

空調整備を令和 3年に実施し 3年経過しています。 

②致芳小学校 

致芳小学校は校舎棟および管理棟について耐震・老朽化

対策改修を平成 24 年に実施し 13 年経過、空調整備を平成

28 年に実施し 9 年経過、トイレ改修を令和 6 年に実施し 0

年経過しています。体育館は老朽化対策改修を平成 24 年に

実施し 13 年経過、空調整備を令和 3年に実施し 3年経過、

トイレ改修・玄関へのスロープ設置を令和 6 年に実施し 0

年経過しています。 

③西根小学校 

西根小学校は校舎棟および管理棟について耐震・老朽化

対策改修および空調整備を平成 26 年に実施し 11 年経過し

ています。体育館は老朽化対策改修を平成 24 年に実施し 13

年経過、空調整備を令和 3年に実施し 3年経過しています。 

④平野小学校 

平野小学校は校舎棟について老朽化対策改修を平成28年

～29 年に実施し 8～9年経過、空調整備を平成 28 年に実施

し 49 年経過しています。体育館は老朽化対策改修を平成 29

実施し 19 年経過、平成 22 年に第３校舎で実施し 10 年経過、

空調整備を平成 28 年に第２校舎、第３校舎で実施し 4 年経

過、令和元年にエレベーター改修を第２校舎、第３校舎で実

施し 1年経過しています。体育館は防災機能強化のために天

井材落下防止改修を令和元年に実施し 1年経過しています。 

 

②致芳小学校 

致芳小学校は校舎棟および管理棟について耐震・老朽化対

策改修を平成 24 年に実施し 9年経過、空調整備を平成 28 年

に実施し 4年経過しています。体育館は老朽化対策改修を平

成 24 年に実施し 8年経過しています。 

 

 

 

③西根小学校 

西根小学校は校舎棟および管理棟について耐震・老朽化対

策改修および空調整備を平成 26 年に実施し 6 年経過してい

ます。体育館は老朽化対策改修を平成 24 年に実施し 8 年経

過しています。 

④平野小学校 

平野小学校は校舎棟について老朽化対策改修を平成 28 年

～29 年に実施し 3～4 年経過、空調整備を平成 28 年に実施

し 4 年経過しています。体育館は老朽化対策改修を平成 29



年に実施し 8 年経過、空調整備を令和 3 年に実施し 3 年経

過しています。 

⑤豊田小学校 

豊田小学校は校舎棟について老朽化対策改修を平成27年

～28 年に実施し 9～10 年経過、空調整備を平成 27 年に実

施し 10 年経過しています。体育館は老朽化対策改修を平成

28 年に実施し 9年経過、空調整備を令和 3年に実施し 3年

経過しています。 

⑥伊佐沢小学校 

伊佐沢小学校は校舎棟について空調整備を平成 28 年に

実施し 9 年経過、トイレ改修を令和 6 年に実施し 1 年経過

しています。体育館は、空調整備を令和 3 年に実施し 3 年

経過、トイレ改修を令和 6 年に実施し 1 年経過しています

が、校舎棟・体育館は、老朽化対策改修を実施していませ

ん。 

⑦長井南中学校 

長井南中学校は校舎棟、管理棟、技術室棟について空調

整備を平成 29 年に実施し 8年経過、老朽化対策改修（外壁

の予防改修）を令和 4～5 年に実施し 1～2 年経過、トイレ

改修を令和 5 年に実施し 2 年経過しています。体育館は空

調整備を令和 4 年に実施し 3 年経過、トイレ改修・玄関へ

のスロープ設置を令和5年に実施し2年経過していますが、

老朽化対策改修は実施していません。柔剣道場は防災機能

年に実施し 3年経過しています。 

 

⑤豊田小学校 

豊田小学校は校舎棟について老朽化対策改修を平成 27 年

～28 年に実施し 5～6 年経過、空調整備を平成 27 年に実施

し 6 年経過しています。体育館は老朽化対策改修を平成 28

年に実施し 5年経過しています。 

 

⑥伊佐沢小学校 

伊佐沢小学校は校舎棟について空調整備を平成 28 年に実

施し 4年経過していますが、体育館も含め、老朽化対策改修

は実施していません。 

 

 

 

⑦長井南中学校 

長井南中学校は校舎棟、管理棟、技術室棟について空調整

備を平成 29 年に実施し 3 年経過していますが、老朽化対策

改修は実施していません。体育館も老朽化対策改修は実施し

ていません。柔剣道場は防災機能強化として天井材落下防止

改修を令和元年に実施し 1年経過していますが、老朽化対策

改修は実施していません。 

 



強化として天井材落下防止改修を令和元年に実施し 6 年経

過、空調整備を令和 4 年に実施し 3 年経過、トイレ改修を

令和 5 年に実施し 2 年経過していますが、老朽化対策改修

は実施していません。 

⑧長井北中学校 

長井北中学校は校舎棟について空調整備を平成 29 年に

実施し 8 年経過、老朽化対策改修（外壁の予防改修）を令

和 4～5 年に実施し 1～2 年経過、トイレ改修を令和 5 年に

実施し 2 年経過しています。体育館は、空調整備を令和 4

年に実施し 3 年経過、トイレ改修を令和 5 年に実施し 2 年

経過していますが、老朽化対策改修は実施していません。

柔剣道場は防災機能強化として天井材落下防止改修を令和

元年に実施し 6 年経過、空調整備を令和 3 年に実施し 3 年

経過、トイレ改修を令和 5 年に実施し 2 年経過しています

が、老朽化対策改修は実施していません。 

 

（７）省令耐用年数と改修の経過 

（略） 

①長井小学校 

大規模改修と建物の更新を行ってきたため、教室および管

理棟ならびに体育館の耐用年数超過は無く、残存耐用年数

は教室においては 11 年～13 年、体育館では 21 年、管理棟

は 40 年あります。未改修の渡り廊下は▲6年、プール機械

 

 

 

 

⑧長井北中学校 

長井北中学校は校舎棟について空調整備を平成 29 年に実

施し 3年経過していますが、老朽化対策改修は実施していま

せん。体育館も老朽化対策改修は実施していません。柔剣道

場は防災機能強化として天井材落下防止改修を令和元年に

実施し 1年経過していますが、老朽化対策改修は実施してい

ません。 

 

 

 

 

 

（７）省令耐用年数と改修の経過 

（略） 

①長井小学校 

大規模改修と建物の更新を行ってきたため、教室および管

理棟ならびに体育館の耐用年数超過は無く、残存耐用年数は

教室においては 16 年～18 年、体育館では 26 年、管理棟は

45 年あります。未改修の渡り廊下は▲1年、プール機械棟は



棟は▲25 年の耐用年数超過が生じています。 

②致芳小学校 

大規模改修を行ってきたため、教室および管理棟ならび

に体育館の耐用年数超過はありませんが、残存耐用年数は

多目的ホール棟において 1 年しかありません。教室および

管理棟においては 18 年、体育館は 7年となっています。 

 

③西根小学校 

大規模改修を行ってきたため、校舎棟、管理棟、体育館の

耐用年数超過はありません。残存耐用年数は校舎棟および

管理棟で 24 年ありますが、体育館については 4年となって

います。未改修の機械棟は▲9年、プール管理棟ならびにプ

ール機械棟については▲15 年の耐用年数超過が生じていま

す。 

④平野小学校 

大規模改修を行ってきたため、校舎棟および体育館の耐

用年数超過はありません。残存耐用年数は校舎棟で 25 年、

体育館で 12 年となっています。未改修のプール機械棟は▲

18 年の耐用年数超過が生じています。 

⑤豊田小学校 

大規模改修を行ってきたため、校舎棟および体育館の耐

用年数超過はありません。残存耐用年数は校舎棟で 26 年、

体育館で 13 年となっています。 

▲20 年の耐用年数超過が生じています。 

②致芳小学校 

大規模改修を行ってきたため、教室および管理棟ならびに

体育館の耐用年数超過はありませんが、残存耐用年数は多目

的ホール棟において 6年しかありません。教室および管理棟

においては 23 年ありますが、体育館は 12 年となっていま

す。 

③西根小学校 

大規模改修を行ってきたため、校舎棟、管理棟、体育館の

耐用年数超過はありません。残存耐用年数は校舎棟および管

理棟で 29 年ありますが、体育館については 9 年となってい

ます。未改修の機械棟は▲4年、プール管理棟ならびにプー

ル機械棟については▲10年の耐用年数超過が生じています。 

 

④平野小学校 

大規模改修を行ってきたため、校舎棟および体育館の耐用

年数超過はありません。残存耐用年数は校舎棟で 30 年、体

育館で 17 年となっています。未改修のプール機械棟は▲13

年の耐用年数超過が生じています。 

⑤豊田小学校 

大規模改修を行ってきたため、校舎棟および体育館の耐用

年数超過はありません。残存耐用年数は校舎棟で 31 年、体

育館で 18 年となっています。 



⑥伊佐沢小学校 

伊佐沢小学校は校舎棟および体育館の竣工が平成 2 年と比

較的新しく、大規模改修を行っていないため、残存耐用年

数は校舎棟で 11 年となっています。体育館は▲2年の耐用

年数超過が生じています。 

⑦長井南中学校 

大規模改修を行ってきたため、校舎棟、管理棟、技術室棟

は、耐用年数超過はなく、増築部分を除き、残存耐用年数は

2年となっています。大規模改修を行っていない体育館、柔

剣道場、プール機械棟、プール更衣室棟は▲9 年～▲10 年

の耐用年数超過となっています。その他付属棟の残存耐用

年数は、車庫 2で 18 年となっています。車庫 1は▲1年の

耐用年数超過となっています。 

⑧長井北中学校 

大規模改修を行ってきたため、校舎棟の耐用年数超過は

ありませんが、残存耐用年数は 2 年となっています。大規

模改修を行っていない体育館、柔剣道場、プール更衣室棟、

プール部室棟は▲9 年～▲10 年の耐用年数超過となってい

ます。その他付属棟の残存耐用年数は、車庫 2で 18 年とな

っています。車庫 1 は▲1 年の耐用年数超過となっていま

す。 

 

 

⑥伊佐沢小学校 

伊佐沢小学校は校舎棟および体育館の耐用年数超過はあ

りませんが、竣工が平成 2年と比較的新しく、大規模改修を

行っていないため、残存耐用年数は体育館で 3年、校舎棟で

16 年となっています。 

⑦長井南中学校 

大規模改修を行っておらず、体育館、柔剣道場、プール機

械棟、プール更衣室棟は▲4 年～▲5 年の耐用年数超過とな

っています。校舎棟、管理棟、技術室棟は、耐用年数超過は

ありませんが、増築部分を除き、残存耐用年数は 7年となっ

ています。その他付属棟の残存耐用年数は、車庫 1で 4年、

車庫 2で 23 年となっています。 

 

⑧長井北中学校 

大規模改修を行っておらず、体育館、柔剣道場、プール更

衣室棟、プール部室棟は▲4 年～▲5 年の耐用年数超過とな

っています。校舎棟は、耐用年数超過はありませんが、残存

耐用年数は 7年となっています。その他付属棟の残存耐用年

数は、車庫 1で 4年、車庫 2で 23 年となっています。 

 



  
 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 

 
 



 

 



 

 

 



  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



  



  
 



 
 

 

３-３. 施設利用者数等の状況 

（１）児童生徒数の状況 

現在から30年前にあたる平成7年以降の児童生徒数の状

況をみると、全小中学校において児童生徒数が減少で推移

しています。また、平成 7 年の児童生徒数を基準とした増

 

 

３-３. 施設利用者数等の状況 

（１）児童生徒数の状況 

平成元年以降の児童生徒数の状況をみると、全小中学校に

おいて児童生徒数が減少で推移しています。また、現在から

30 年前にあたる平成 2 年の児童生徒数を基準とした増減率



減率をみると、各学校および地域において多少の差異が見

受けられます。 

 

① 全市児童生徒数 

平成 7年の全市児童生徒数の合計は 3,598 人で、10 年後

の平成 17 年には 2,718 人で▲(ﾏｲﾅｽ) 23.4％、20 年後の平

成 27 年には 2,116 人で▲40.4％、30 年後の令和 7 年には

1,675 人で▲52.8％となっています。 

 

② 小学校児童数 

平成7年から30年後の増減率で▲70％台となったのは西

根小学校（▲70.5％）で、▲60％台となったのは致芳小学校

（▲69.4％）、伊佐沢小学校（▲62.8％）で、▲40％台とな

ったのは長井小学校（▲45.9％）、豊田小学校（▲47.0％）

で、▲30％台となったのは平野小（▲39.9％）で、減少率が

最も大きい西根小学校と最も小さい平野小学校の差は 30.6

ポイントもありました。 

地域で見てみると、伊佐沢小学校と本市北側の学区にお

ける減少率が大きい傾向にあります。 

 

③ 中学校生徒数 

平成 7 年から 30 年後の増減率は、長井南中学校は▲

43.9％、長井北中学校は▲58.6％で、南北間の差は 14.7 ポ

をみると、各学校および地域において多少の差異が見受けら

れます。 

 

①  全市児童生徒数 

平成 2 年の全市児童生徒数の合計は 3,822 人で、10 年後

の平成 12 年には 3,073 人で▲(ﾏｲﾅｽ) 19.6％、20 年後の平

成 22 年には 2,431 人で▲36.4％、30 年後の令和 2 年には

1,837 人で▲51.9％となっています。 

 

②  小学校児童数 

平成 2 年から 30 年後の増減率で▲60％台となったのは致

芳小（▲67.1％）、西根小（▲66.3％）、伊佐沢小（▲65.0％）

で、▲50％台となったのは豊田小（▲50.8％）で、▲40％台

となったのは長井小（▲45.1％）で、▲30％台となったのは

平野小（▲37.7％）で、減少率が最も大きい致芳小と最も小

さい平野小の差は 29.4 ポイントもありました。 

地域で見てみると、伊佐沢小と本市北側の学区における減

少率が大きい傾向にあります。 

 

 

③  中学校生徒数 

平成 2 年から 30 年後の増減率は、南中は▲45.9％、北中

は▲53.4％で、南北間の差は 7.5 ポイントでした。 



イントでした。 

中学校においても、本市北側の学区における減少率が大

きい傾向にあります。 

 

中学校においても、本市北側の学区における減少率が大き

い傾向にあります。 

 

 



  



 
 



 

 

削除、以降の段落番号および図表番号を繰り上げる 

 

 

（２）学級数の状況 

現在から30年前にあたる平成7年以降の学級数の状況を

みると、児童生徒数や特別支援対応のために若干の増減は

見られますが、全小中学校において緩やかな減少傾向で推

移しています。 

また、平成 7年の児童生徒数を基準とした増減率をみると、

各学校において多少の差異が見受けられます。 

 

 

（２）教職員数の状況 

（全文および付随する図表） 

 

（３）学級数の状況 

平成元年以降の学級数の状況をみると、児童生徒数や特別

支援対応のために若干の増減は見られますが、全小中学校に

おいて緩やかな減少傾向で推移しています。 

また、現在から 30 年前にあたる平成 2 年の児童生徒数を基

準とした増減率をみると、各学校において多少の差異が見受

けられます。 



なお、児童生徒数が大幅に減少しているのに対し、学級数

は緩やかな減少で推移しているため、１学級当たりの児童

生徒数については緩やかな減少傾向にあります。 

（略） 

 

① 全市学級数 

平成 7年の全市学級数の合計は 120 学級で、10 年後の平

成 17 年には 100 学級で▲16.0％、20 年後の平成 27 年には

92 学級で▲22.7％、30 年後の令和 7 年には 86 学級で▲

27.7％となっています。 

 

② 小学校学級 

この 30 年間で、平野小学校以外の小学校における増減率

がマイナス側となりました。令和 7 年時点で減少が最も大

きいのは致芳小学校の▲42.9％で、減少が最も小さいのは

長井小学校の▲17.9％でした。平野小学校においては、ほ

ぼ横ばいで推移しており、14.3％増加しています。 

なお、致芳小学校においては、平成 18 年から平成 22 年

の間と、平成30年に、減少率としては全市で最大の▲50.0％

となった時期がありましたが、現時点では回復傾向にあり

ます。 

１学級当たりの児童数については、最も多いのは長井小

学校で、最も少ないのは伊佐沢小でした。 

なお、児童生徒数が大幅に減少しているのに対し、学級数

は緩やかな減少で推移しているため、１学級当たりの児童生

徒数については緩やかな減少傾向にあります。 

（略） 

 

① 全市学級数 

平成 2 年の全市学級数の合計は 123 学級で、10 年後の平

成 12 年には 109 学級で▲12.8％、20 年後の平成 22 年には

97 学級で▲22.4％、30 年後の令和 2 年には 83 学級で▲

33.6％となっています。 

 

② 小学校学級 

この 30 年間で、すべての小学校における増減率がマイナ

ス側となりました。令和 2年時点で減少が最も大きいのは西

根小の▲46.2％と豊田小の▲46.2％で、減少が最も小さいの

は伊佐沢小の▲28.6％でした。 

なお、致芳小においては、平成 18 年から平成 22 年の間

と、平成 30 年に、減少率としては全市で最大の▲50.0％と

なった時期がありましたが、現時点では回復傾向にありま

す。 

１学級当たりの生徒数については、最も多いのは長井小

で、最も少ないのは伊佐沢小でした。この 2校の間の差は、

30 年前はおよそ 1.5 倍でしたが、近年ではおよそ 3 倍にま



 

 

③ 中学校学級 

中学校は、この 30 年間で増減率は長井南中学校、長井北

中学校ともに減少傾向で推移しています。 

 

 

 

 

で開きつつあります。 

 

③ 中学校学級 

中学校は、平成の初期において一時、増減率がプラス側と

なりましたが、この 30 年間を大局的に見れば、増減率は南

中、北中ともに年次変化がありながら、ほぼ減少傾向で推移

しています。 

１学級当たりの生徒数については、南中と北中との間に大

差は見受けられません。 



  



  



 
 



 
 



 

 



 

 

（３）今後の中学校生徒数の推計 

（略） 

生徒数の推計をみると、これまでと同様に全市において

生徒数が減少で推移していくと予想されます。 

 

 

 

① 全市中学校生徒数 

平成 7年の全市中学校生徒数の合計は 1,267 人で、30 年

後の令和 7年には 618 人で▲51.1％、40 年後の令和 17 年

には推計値で 402 人で▲68.2％となっています。 

 
 

（４）今後の中学校生徒数の推計 

（略） 

生徒数の推計をみると、これまでと同様に全市において生

徒数が減少で推移していくと予想されます。また、長井南中

学校と長井北中学校を比較すると、長井北中学校の生徒数減

少がより顕著になると推測されます。 

 

① 全市中学校生徒数 

平成 2 年の全市中学校生徒数の合計は 1,264 人で、30 年

後の令和 2年には 638 人で▲49.5％、40 年後の令和 12 年に

は推計値で 526 人で▲58.4％となっています。 



 

② 各中学校生徒数 

平成 7年から 40 年後の令和 17 年の推計値では、長井南

中学校は▲64.1％、長井北中学校は▲72.5％で、南北間の

差は 8.4 ポイントでした。 

 

 

② 各中学校生徒数 

平成 2 年から 30 年後の増減率は、南中は▲45.9％、北中

は▲53.4％で、南北間の差は 7.5 ポイントでした。平成 2年

から 40 年後、つまり令和 2 年から 10 年後の令和 12 年の推

計値では、南中は▲52.9％、北中は▲64.3％で、南北間の差

は 11.4 ポイントでした。将来推計においても南北間の格差

が広がり、本市北側の学区における生徒数の減少傾向は今後

もしばらく続くものと考えられます。 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３-４.施設関連経費と施設整備の推移 

（１）年間の維持修繕・管理費 

令和 2年度～令和 6年度までの過去 5年間における学校

教育施設の施設関連経費の年平均を下表に示します。本計

画ではこの数値を参考に、維持修繕・管理費に全校で

186,276 千円/年（建物㎡あたりの単価目安として 4.02 千

円/㎡/年）を指標として、施設関連経費の試算を行いま

す。 

なお、指標の内訳は、いずれも建物㎡あたりの単価で①

光熱水・通信費が 1.5708 千円/㎡/年、②修繕・改修費が

2.02 千円/㎡/年、③保守点検費が 0.31 千円/㎡/年、④施

 

 

３-４.施設関連経費と施設整備の推移 

（１）年間の維持修繕・管理費 

平成 27 年度～令和元年度までの過去 5 年間における学校

教育施設の施設関連経費の年平均を下表に示します。本計画

ではこの数値を参考に、維持修繕・管理費に全校で 143,793

千円/年（建物㎡あたりの単価目安として 3.08 千円/㎡/年）

を指標として、施設関連経費の試算を行います。 

なお、指標の内訳は、いずれも建物㎡あたりの単価で①光

熱水・通信費が 1.08 千円/㎡/年、②修繕・改修費が 1.44 千

円/㎡/年、③保守点検費が 0.30 千円/㎡/年、④施設維持用

品等費が 0.20 千円/㎡/年、⑤各種作業費が 0.05 千円/㎡/年



設維持用品等費が 0.10 千円/㎡/年、⑤各種作業費が 0.03

千円/㎡/年です。 

 

 

です。 

 

 

 



  



 

 

（２）改築費 

近年の事例として、令和元年に竣工した長井小学校の管理

棟を整備した際の経費を参考としながら、既存建物の解体

費の概算単価を加算し、更に近年の建築費の高騰を考慮

し、 改築費には建物㎡あたりの単価 618.7 千円/㎡を指標

とします。改築の場合、学校は工事期間中も休業しないた

 

 

（２）改築費 

近年の事例として、令和元年に竣工した長井小学校の管理

棟を整備した際の経費を参考としながら、既存建物の解体費

の概算単価を加算し、改築費には建物㎡あたりの単価 475.9

千円/㎡を指標とします。改築の場合、学校は工事期間中も

休業しないため、仮設建物が必要となることに注意を要しま



め、仮設建物を見込みます。 

 

（３）大規模改修費 

大規模改修は工事費のみ新規整備の 30％と仮定した経費

を参考に、大規模改修費には建物㎡あたりの単価 187.2 千

円/㎡を指標とします。大規模改修の場合、空き部屋のロ

ーテーションで対応するため、仮設校舎は見込みません。 

 
（４）新築費 

場所を移して建築する場合は建築基準法上、新築と言い

ます。新築費の単価も、令和元年に竣工した長井小学校の

管理棟を整備した際の経費を参考とし、建物㎡あたりの単

す。 

 

（３）大規模改修費 

大規模改修は工事費のみ新規整備の 30％と仮定した経費

を参考に、大規模改修費には建物㎡あたりの単価 144.0 千円

/㎡を指標とします。 

 

 
（４）新築費 

場所を移して建築する場合は建築基準法上、新築と言いま

す。新築費の単価も、令和元年に竣工した長井小学校の管理

棟を整備した際の経費を参考とし、建物㎡あたりの単価



価 502.0 千円/㎡を指標とします。 

 

 

（略） 

 

（６）築年別の整備状況 

本計画の対象となる学校教育施設は全棟合計が 46,343

㎡で、このうち、築 30 年未満が 7.2％、築 30 年以上 40 年

未満が 8.3％、築 40 年以上 50 年未満が 69.6％、築 50 年

以上が 14.9％となっています。 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

386.2 千円/㎡を指標とします。 

 

 

（略） 

 

（６）築年別の整備状況 

本計画の対象となる学校教育施設は全棟合計が 46,617 ㎡

で、このうち、築 30 年未満が 9.4％、築 30 年以上 40 年未満

が 65.8％、築 40 年以上 50 年未満が 17.6％、築 50 年以上が

7.2％となっています。 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

（７）今後の維持・更新コストの推計（従来型：建て替え

（改築）の場合） 

従来型の定義を建て替え（建築基準法では、位置・規模・

構造・用途が同じ建物への建て替えを「改築」といいま

す。）とし、大規模改修と並行した場合のコストの推計を

示します。仮に、改築時期を築 50 年で想定すると、今後

40 年間にかかる整備費用は 370.2 億円（年平均 9.25 億

円）と推計されます。コストが莫大なため、今後、建て替

え中心の施設整備を継続することは不可能と考えられ、対

応策を検討する必要があります。 

 

≪従来型コストの試算条件≫ 

 

（７）今後の維持・更新コストの推計（従来型：建て替え（改

築）の場合） 

従来型の定義を建て替え（建築基準法では、位置・規模・

構造・用途が同じ建物への建て替えを「改築」といいます。）

とし、大規模改修と並行した場合のコストの推計を示しま

す。仮に、改築時期を築 50 年で想定すると、今後 40 年間に

かかる整備費用は 265.7 億円（年平均 6.64 億円）と推計さ

れます。コストが莫大なため、今後、建て替え中心の施設整

備を継続することは不可能と考えられ、対応策を検討する必

要があります。 

 

≪従来型コストの試算条件≫ 



（略） 

■改築（建て替え） 

・築 50 年経過後、10 年以内の完了とする。 

・令和７年度時点で既に築 50 年が過ぎている建物は 10 年

以内に完了とする。 

・改築単価は規模・階数・構造・仮設建物要否を問わず

618.7 千円/㎡とする。 

■大規模改修 

・築 20 年経過後、10 年以内の完了とする。 

・令和７年度時点で既に築 35 年が過ぎている建物は対象

外とし、改築建物とする。 

・大規模改修単価は規模・階数・構造・仮設建物要否を問

わず 187.2 千円/㎡とする。 

■維持コスト 

・減築が無ければ、過去 5年間の維持コスト 186,276 千円

/年が継続するものと仮定する。 

（略） 

■改築（建て替え） 

・築 50 年経過後、10 年以内の完了とする。 

・令和 3年度時点で既に築 50年が過ぎている建物は 10年以

内に完了とする。 

・改築単価は規模・階数・構造・仮設建物要否を問わず 475.9

千円/㎡とする。 

■大規模改修 

・築 20 年経過後、10 年以内の完了とする。 

・令和 3 年度時点で既に築 35 年が過ぎている建物は対象外

とし、改築建物とする。 

・大規模改修単価は規模・階数・構造・仮設建物要否を問わ

ず 144.0 千円/㎡とする。 

■維持コスト 

・減築が無ければ、過去 5 年間の維持コスト 143,793 千円/

年が継続するものと仮定する。 



 

 

削除 

 

 

 

４．学校教育施設整備の基本的な方針等 

４-１.学校教育施設の規模・配置計画等の方針 

（略） 

（２）学校教育施設の最適化の取組 

（略） 

 

 
 

３-５.学校教育施設の老朽化状況の実態 

（全文および付随する図表） 

 

 

４．学校教育施設整備の基本的な方針等 

４-１.学校教育施設の規模・配置計画等の方針 

（略） 

（２）学校教育施設の最適化の取組 

（略） 



（略） 

③ 整理・統合（集約化・複合化・多機能化等） 

学校教育と地域のニーズに的確に対応するために、施設

の利用実態を踏まえ、管理・運用面も含めて、施設や運営

について機能転換や再編に取り組みます。また、施設や機

能の整理・統合を図り、施設利用の最適化を進めます。建

て替え時や大規模改修による長寿命化の際は状況により集

約化や周辺の公共施設との複合化を図り、単独での施設を

削減し、公共施設や防災の拠点性を高めます。 

 

④ 減築 

 

（略） 

③ 整理・統合（集約化・複合化・多機能化等） 

学校教育と地域のニーズに的確に対応するために、施設の

利用実態を踏まえ、管理・運用面も含めて、施設や運営につ

いて機能転換や再編に取り組みます。また、施設や機能の整

理・統合を図り、施設利用の最適化を進めます。建て替え時

は状況により集約化や複合化を図り、単独での施設を削減

し、公共施設や防災の拠点性を高めます。 

 

 

④ 減築 



建て替えの場合は、児童生徒数や施設の利用状況を予測

し、適正な規模への減築を検討します。 

 

⑤ 貸与・売却 

整理・統合により使用しなくなった市有地等について

は、公的利用の検討を行った上で、貸与及び売却の検討を

行い、貸与・売却費用を維持管理・更新費用として活用し

ます。 

 

４-２.長寿命化の必要性 

（１）将来の改修・更新にかかる費用 

３-４.施設関連経費と施設整備の推移で先述のとおり、

改築時期を築 50 年で想定した従来型の改築サイクルを続

けた場合、今後 40 年間にかかる整備費用は 370.2 億円

（年平均 9.25 億円）と推計がされます。 

過去 5年の施設関連経費をベースとした維持修繕・管理

費の年平均値は 1.86 億円で、その約 4.9 倍の改修・更新

費用がかかることになります。 

この金額は将来にわたっての大きな財政負担となり、結

果として老朽化を放置する危険性につながるため、維持す

べき施設の判断を行い、長寿命化による修繕及び改築時期

の分散や延命によるライフサイクルコストの低減が必要で

す。 

建て替えの場合は、施設の利用状況を予測し、適正な規模

への減築を検討します。 

 

④  売却 

整理・統合により使用しなくなった市有地等については、

公的利用の検討を行った上で、売却の検討を行い、売却費用

を維持管理・更新費用として活用します。 

 

 

４-２.長寿命化の必要性 

（１）将来の改修・更新にかかる費用 

３-４.施設関連経費と施設整備の推移で先述のとおり、改

築時期を築 50 年で想定した従来型の改築サイクルを続けた

場合、今後 40 年間にかかる整備費用は 265.7 億円（年平均

6.64 億円）と推計がされます。 

過去 5年の施設関連経費をベースとした維持修繕・管理費

の年平均値は 1.44 億円で、その約 4.6 倍の改修・更新費用

がかかることになります。 

この金額は将来にわたっての大きな財政負担となり、結果

として老朽化を放置する危険性につながるため、維持すべき

施設の判断を行い、長寿命化による修繕及び改築時期の分散

や延命によるライフサイクルコストの低減が必要です。 

また、施設の統廃合（再編）や施設総量の最適化（縮減）、



また、施設の統廃合（再編）や施設総量の最適化（縮

減）など様々な施策を併用し、財政の平準化を図ることが

必要です。 

 

（略） 

 

（３）関連施策（保有量の最適化・平準化）の役割 

最適化に関する取り組み方針では、長寿命化以外にも整

理・統合（集約化・複合化・多機能化等）、減築、貸与・

売却といった取り組みも挙げています。 

（略） 

 

４-３.目標使用年数、改修周期の設定 

 

（略） 

 

（２）改修周期の設定 

① 改築中心から長寿命化への展開イメージ 

構造躯体の耐用年数である 80 年を目標使用年とします。

ただし、木造建物および付属棟は除きます。建物の機能や

利用状況などの特性に応じて、適切な周期で修繕・改修を

行うことにより、施設機能の維持向上を図り、建物本来の

寿命である構造躯体の耐用年数まで使うこととします。そ

財政の平準化など様々な施策を併用することが必要です。 

 

 

 

（略） 

 

（３）関連施策（保有量の最適化・平準化）の役割 

最適化に関する取り組み方針では、長寿命化以外にも整

理・統合（集約化・複合化・多機能化等）、減築、売却といっ

た取り組みも挙げています。 

（略） 

 

４-３.目標使用年数、改修周期の設定 

 

（略） 

 

（２）改修周期の設定 

① 改築中心から長寿命化への展開イメージ 

構造躯体の耐用年数である 80 年を目標使用年とします。

ただし、木造建物および付属棟は除きます。建物の機能や利

用状況などの特性に応じて、適切な周期で修繕・改修を行う

ことにより、施設機能の維持向上を図り、建物本来の寿命で

ある構造躯体の耐用年数まで使うこととします。その際は、



の際は、屋根・屋上や外壁といった部分を定期的に修繕す

る一方で、設備性能や省エネ性能などの社会的要求の高ま

りに対応するため、中間年で機能向上を図ります。 

 

屋根・屋上や外壁といった部分を定期的に修繕する一方で、

設備性能や省エネ性能などの社会的要求の高まりに対応す

るため、中間年で機能向上を図ります。以下は、80 年まで

使用する場合の標準的な修繕・改修周期のイメージです。 

 



 

 

 



② 施設構造及び築年度別の周期設定 

（略） 

非木造の施設は、物理的な耐用年数まで建物を使用する

ことを目的とし、構造躯体の耐用年数である 80 年を標準

的な目標使用年とします。竣工後 40 年目に構造耐久性調

査を行った上で長寿命化対策改修、20 年目及び 60 年目に

老朽化対策改修（予防改修）を行い、それぞれの改修によ

り 20 年程度の長寿命化を図ります。 

（略） 

 

４-５. 今後の維持・更新コストの把握（長寿命化型） 

（１）長寿命化対策改修費 

工事費のみ新規整備の 60％と仮定した経費を参考に、長

寿命化対策改修費には建物㎡あたりの単価 322.1 千円/㎡

を指標として、計画の立案を行います。 

 

（２）老朽化対策改修費 

老朽化対策改修費の単価は、３-４.施設関連経費と施設

② 施設構造及び築年度別の周期設定 

（略） 

非木造の施設は、物理的な耐用年数まで建物を使用するこ

とを目的とし、構造躯体の耐用年数である 80 年を標準的な

目標使用年とします。竣工後 40 年目に構造耐久性調査を行

った上で長寿命化対策改修、20 年目及び 60 年目に老朽化対

策改修を行い、それぞれの改修により 20 年程度の長寿命化

を図ります。 

（略） 

 

４-５. 今後の維持・更新コストの把握（長寿命化型） 

（１）長寿命化対策改修費 

工事費のみ新規整備の 60％と仮定した経費を参考に、長

寿命化対策改修費には建物㎡あたりの単価 247.8 千円/㎡を

指標として、計画の立案を行います。 

 

（２）老朽化対策改修費 

老朽化対策改修費の単価は、３-４.施設関連経費と施設整



整備の推移（２）改築費と大規模改修費に記載の大規模改

修費と同様とし、建物㎡あたりの単価 187.2 千円/㎡を指

標とします。老朽化対策改修の場合、空き部屋のローテー

ションで対応するため、仮設校舎は見込みません。 

 

（３）今後の維持・更新コストの推計（長寿命化型） 

長寿命化対策改修と老朽化対策改修を併用し、目標使用

年数経過後に改築とした場合のコストの推計を示します。

長寿命化型の場合、今後 40 年間にかかる整備費用は

353.6 億円（年平均 8.84 億円）と推計されます。築 50 年

で改築とする従来型のコスト（整備費計 370.2 億円（年平

均 9.2 億円））と比較すると、今後 40 年間で▲16.6 億円

（年平均▲0.41 億円）のコスト縮減が見込まれます。 

ただし、長寿命化型であっても、建築時期が同時期の建

物は改修や改築時期が集中します。よって、昭和 50 年代前

後に連続して整備した建物が築 80 年経過し、改築時期が集

中するという問題は避けられません。財政支出の平準化の

ためには、劣化状況調査票に基づく改修等の優先順位づけ

備の推移（２）改築費と大規模改修費に記載の大規模改修費

と同様とし、建物㎡あたりの単価 144.0 千円/㎡を指標とし

ます。 

 

 

（３）今後の維持・更新コストの推計（長寿命化型） 

長寿命化対策改修と老朽化対策改修を併用し、目標使用年

数経過後に改築とした場合のコストの推計を示します。長寿

命化型の場合、今後 40 年間にかかる整備費用は 225.0 億円

（年平均 5.63 億円）と推計されます。築 50 年で改築とする

従来型のコスト（整備費計 265.7 億円（年平均 6.64 億円））

と比較すると、今後 40 年間で▲40.7 億円（年平均▲1.01 億

円）のコスト縮減が見込まれます。 

 ただし、長寿命化型であっても、建築時期が同時期の建物

は改修や改築時期が集中します。よって、昭和 50 年代前後

に連続して整備した建物が築 80 年経過し、改築時期が集中

するという問題は避けられません。財政支出の平準化のため

には、劣化状況調査票に基づく改修等の優先順位づけをし、



をし、今後の計画期間における個別施設計画と、最適化検

討期間における実施計画を立てる必要があります。 

 

≪長寿命化型コストの試算条件≫ 

（略） 

■改築（建て替え） 

・築 80 年経過後、5年以内の完了とし、改築単価は種類を

問わず 618.7 千円/㎡とする。 

・長寿命化に堪えない長井小第 2校舎は改築とし、築 60

年経過後、5年以内の完了とする。 

■長寿命化対策改修 

・築 40 年経過後、10 年以内の完了とし、改修単価は種類

を問わず 322.1 千円/㎡とする。 

■老朽化対策改修 

・築 20 年と築 60 年経過後、10 年以内の完了とし、改修単

価は種類を問わず 187.2 千円/㎡とする。 

・令和７年度時点で既に築 30 年が過ぎている建物は対象

外とし、長寿命化対策改修とする。 

■維持コスト 

・減築が無ければ、過去 5年間の維持コスト 186,276 千円

/年が継続するものと仮定する。 

今後の計画期間 10 年における個別施設計画と、最適化検討

期間 40 年における実施計画を立てる必要があります。 

 

≪長寿命化型コストの試算条件≫ 

（略） 

■改築（建て替え） 

・築 80 年経過後、5年以内の完了とし、改築単価は種類を問

わず 475.9 千円/㎡とする。 

・長寿命化に堪えない長井小第 2 校舎は改築とし、築 60 年

経過後、5年以内の完了とする。 

■長寿命化対策改修 

・築 40 年経過後、10 年以内の完了とし、改修単価は種類を

問わず 247.8 千円/㎡とする。 

■老朽化対策改修 

・築 20 年と築 60 年経過後、10 年以内の完了とし、改修単価

は種類を問わず 144.0 千円/㎡とする。 

・令和 3 年度時点で既に築 30 年が過ぎている建物は対象外

とし、長寿命化対策改修とする。 

■維持コスト 

・減築が無ければ、過去 5 年間の維持コスト 143,793 千円/

年が継続するものと仮定する。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



５．長寿命化計画 

５-１.改修等の優先順位付け 

（略） 

 

 

５-２.個別施設計画・実施計画 

５．長寿命化計画 

５-１.改修等の優先順位付け 

（略） 

 

 

 

５-２.個別施設計画・実施計画 



1-3.計画期間等に記載のとおり、本計画の計画期間は令和

3年度から令和 12 年度までの 10 年間で、計画期間中の個

別施設計画を学校ごとに立てます。また、学校の維持また

は適正規模・適正配置等を検討する最適化検討期間を令和

3年度から令和 42 年度までの 40 年間とし、実施計画を第

1期から第 4期に分けて 10 年ごとに立てます。なお、個別

施設計画及び実施計画は、概ね 5年ごとに計画の見直しを

行うこととします。 

 

５-３. 計画期間（令和 3年度～7年度）における改修等の

実施状況 

計画期間（令和 3年度～7年度）における大規模改修等

の経過を表 5-3-1 に示します。 

1-3.計画期間等に記載のとおり、本計画の計画期間は令和

3年度から令和 12 年度までの 10 年間で、計画期間中の個別

施設計画を学校ごとに立てます。また、学校の維持または統

廃合等を検討する最適化検討期間を令和 3 年度から令和 42

年度までの 40 年間とし、実施計画を第 1 期から第 4 期に分

けて 10 年ごとに立てます。なお、個別施設計画及び実施計

画は、概ね 5年ごとに計画の見直しを行うこととします。 

 

 

新設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

５-４.計画期間（令和 3年度～12 年度）における個別施設

計画 

※費用は現時点の概算です。 

①長井小学校 

ひび割れ等の劣化が見られますが、概ね良好な状態を保

っているため、維持修繕を中心とした管理を続けます。令

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５-３.計画期間（令和 3年度～12 年度）における個別施設計

画 

 

①長井小学校 

ひび割れ等の劣化が見られますが、概ね良好な状態を保っ

ているため、維持修繕を中心とした管理を続けます。なお、



和 4 年度を目標に、水捌け向上を目的としたグラウンド改

修を行う予定でしたが、実施時期を見直します。 

なお、長井小学校の第３校舎は築年数だけで見れば第 1

期のうちに長寿命化対策改修を行うべきですが、築年数が

長い割に改修等の優先順位が低く、第 1 期中の改修を先送

りせざるを得ません。先送りすると補修限界を超過して改

修価値が失われるため、教育環境向上のためのトイレ改修

以外の今後の改修は諦め、既存の第３校舎は修繕以外の整

備を計画しないこととします。 

今後の具体的な工事予定として、令和 7 年度に校舎内の

FF 式石油暖房機の取替（300 千円）、令和 8 年度に第３校

舎のトイレ改修（107,000 千円）、令和 12 年度に LED 更新

工事（11,000 千円）を予定しています。 

②致芳小学校 

ひび割れ等の劣化と、多目的ホール棟において稀に雨漏

りの問題がありますが、日常の使用において甚大な支障を

きたす劣化レベルではないため、維持修繕を中心とした管

理を続けます。 

今後の具体的な工事予定として、令和７年度に FF 式石

油暖房機の取替（計 700 千円）、令和８年度に多目的ホー

ル東面外壁改修（5,500 千円）を予定しています。 

③西根小学校 

体育館において稀に雨漏りの問題がありますが、日常の

グラウンドについては水捌けの向上を目的とするグラウン

ド改修を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②致芳小学校 

ひび割れ等の劣化と、多目的ホール棟において稀に雨漏り

の問題がありますが、日常の使用において甚大な支障をきた

す劣化レベルではないため、維持修繕を中心とした管理を続

けます。 

 

 

 

③西根小学校 

体育館において稀に雨漏りの問題がありますが、日常の使



使用に支障をきたす劣化レベルではないため、維持修繕を

中心とした管理を続けます。なお、令和 4年度を目標に、

水捌け向上を目的としたグラウンド改修を行う予定でした

が、実施時期を見直します。 

今後の具体的な工事予定として、令和 7年度に防火シャ

ッターの改修工事（1,600 千円）を予定しています。 

④平野小学校 

概ね良好な状態を保っているため、維持修繕を中心とし

た管理を続けます。なお、プールについては老朽化が著し

く、生涯学習プラザで水泳授業の実証実験を行っているた

め、実施時期を見直します。 

今後の具体的な工事予定として、令和 7年度に FF 式石

油暖房機の取替（300 千円）を予定しています。 

⑤豊田小学校 

概ね良好な状態を保っているため、維持修繕を中心とし

た管理を続けます。 

今後の具体的な工事予定として、令和 7年度に FF 式石

油暖房機の取替（300 千円）、地下タンクの改修工事

（2,200 千円）、令和 11 年度に LED 更新工事（12,100 千

円）を予定しています。 

⑥伊佐沢小学校 

概ね良好な状態を保っているため、維持修繕を中心とし

た管理を続けます。 

用に支障をきたす劣化レベルではないため、維持修繕を中心

とした管理を続けます。なお、グラウンドについては水捌け

の向上を目的とするグラウンド改修を行います。 

 

 

 

④平野小学校 

概ね良好な状態を保っているため、維持修繕を中心とした

管理を続けます。なお、プールについては老朽化が著しいた

めプール改修を行います。 

 

 

 

⑤豊田小学校 

概ね良好な状態を保っているため、維持修繕を中心とした

管理を続けます。 

 

 

 

 

⑥伊佐沢小学校 

屋根面の錆等の劣化と、体育館において雨漏りの問題があ

りますが、日常の使用において甚大な支障をきたす劣化レベ



今後の具体的な工事予定として、令和 7年度に放送設備

の改修工事（2,200 千円）、令和 8年度に体育館の放送設備

の改修工事（2,000 千円）、令和 12 年度に地下タンク工事

（2,500 千円）を予定しています。 

⑦長井南中学校 

 令和 4年度に構内舗装改修を行いました。 

校舎については、令和 4～5年度に予防改修を実施し、

概ね良好な状態を保っているため、維持修繕を中心とした

管理を続けます。計画期間の後期に中学校の適正規模・適

正配置等を検討した上で、必要に応じて、築 45 年から築

46 年目にあたる令和 11 年度から令和 12 年度までの 2 年

間を目標として、体育館渡廊下棟、体育館、柔剣道場、プ

ール機械室棟、プール更衣室棟、車庫 1について、長寿命

化対策改修を行います。令和 12 年度に築 20 年目を迎える

車庫 2については同時期に老朽化対策改修を行います。改

修・改築に際してはユニバーサルデザイン化を併せて推進

します。 

今後の具体的な工事予定として、令和 8年度に放送設備

の改修工事（4,500 千円）、鳥獣対策工事（1,200 千円）、

令和 9年度に LED 更新工事（47,100 千円）を予定していま

す。 

⑧長井北中学校 

校舎については、令和 4～5年度に予防改修を実施し、

ルではないため、維持修繕を中心とした管理を続けます。 

 

 

 

⑦長井南中学校 

計画期間の後期に、長寿命化対策改修を行い、長寿命化を

図ります。改修・改築に際してはユニバーサルデザイン化を

併せて推進します。ただし、計画期間の前期に長井北中学校

との統廃合を検討し、維持の判断をした上で、長寿命化対策

改修を行うこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧長井北中学校 

計画期間の後期に、長寿命化対策改修を行い、長寿命化を

図ります。改修・改築に際してはユニバーサルデザイン化を



概ね良好な状態を保っているため、維持修繕を中心とした

管理を続けます。計画期間の後期に中学校の適正規模・適

正配置等を検討した上で、必要に応じて、築 45 年から築

46 年目にあたる令和 11 年度から令和 12 年度までの 2 年

間を目標として、体育館渡廊下棟、体育館、柔剣道場、プ

ール更衣室棟、プール部室棟、車庫 1について、長寿命化

対策改修を行います。令和 12 年度に築 20 年目を迎える車

庫 2については同時期に老朽化対策改修を行います。改

修・改築に際してはユニバーサルデザイン化を併せて推進

します。 

今後の具体的な工事予定として、令和 7年度にファンコ

ンベクタの取替（500 千円）、令和 8年度に小荷物専用昇降

機の改修工事（1,500 千円）、令和 10 年度に LED 更新工事

（52,600 千円）、放送設備の改修工事（5,500 千円）を予

定しています。 

 

５-５.最適化検討期間（令和 3年度～42 年度）における実

施計画 

長寿命化対策改修、老朽化対策改修、改築、統廃合、複

合化、減築の検討について、10 年毎に次のとおり実施を計

画します。改修・改築に際してはユニバーサルデザイン化

を併せて推進します。この計画は今後の 40 年間という長

期に渡るため、状況に応じて随時、実施計画の見直しを図

併せて推進します。ただし、計画期間の前期に長井南中学校

との統廃合を検討し、維持の判断をした上で、長寿命化対策

改修を行うこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５-４.最適化検討期間（令和 3年度～42 年度）における実施

計画 

長寿命化対策改修、老朽化対策改修、改築、統廃合の検討、

減築の検討について、10 年毎に次のとおり実施を計画しま

す。改修・改築に際してはユニバーサルデザイン化を併せて

推進します。この計画は今後の 40 年間という長期に渡るた

め、状況に応じて随時、実施計画の見直しを図ります。 



ります。 

 

（１）第１期（令和 3年度～12 年度） 

【適正規模・適正配置等の検討】 

 今後の学校施設の方向性について、小学校、中学校とも

に令和 7年度から庁内検討を始めています。特に中学校の

適正規模・適正配置についての協議を令和 9年度までに検

討を重ね、一定の方向性をまとめていきます。 

【改修等の計画】 

改修等の計画については、５-４.で述べたとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）第１期（令和 3年度～12 年度） 

【統廃合の検討】 

令和 3年度から令和 5年度にかけて、長井南中学校と長井

北中学校の統廃合について検討します。統廃合しない場合は

長寿命化改修とし、その旨を令和 6年度から開始となる新し

い教育振興計画に反映します。 

【改修等の計画】 

○長井小学校……令和 4年度を目標に、水捌け向上を目的と

したグラウンド改修を行います。 

なお、長井小学校の第３校舎は築年数だけ 

で見れば第1期のうちに長寿命化対策改修

を行うべきですが、築年数が高い割に改修

等の優先順位が低く、第 1期中の改修を先

送りせざるを得ません。先送りすると補修

限界を超過して改修価値が失われるため、

今後の改修は諦め、既存の第３校舎は修繕

以外の整備を計画しないこととします。 

 

○西根小学校……令和 4年度を目標に、水捌け向上を目的と

したグラウンド改修を行います。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○平野小学校……プール整備後 58 年目にあたる令和 5 年度

から令和 6 年度までの 2 年間を目標にプ

ール改修を行います。 

 

 

 

○長井南中学校…令和 4 年度を目標に構内舗装改修を行い

ます。 

次に、建物の大部分が築 45 年から築 46 年 

目にあたる令和 9 年度から令和 12 年度ま

での 4 年間を目標として、管理棟、教室棟

（増築部含む）、管理棟渡廊下棟、技術室

棟、体育館渡廊下棟、体育館、柔剣道場、

プール機械室棟、プール更衣室棟、車庫 1

について、長寿命化対策改修を行います。

令和12年度に築 20年目を迎える車庫2に

ついては同時期に老朽化対策改修を行い

ます。 

○長井北中学校…建物の大部分が築 43 年から築 44 年目に

あたる令和 7 年度から令和 10 年度までの

4 年間を目標として、校舎管理棟、特別教

室棟、体育館渡廊下棟、体育館、柔剣道場、



 

 

 

 

 

 

（２）第２期（令和 13 年度～22 年度） 

○長井小学校 

令和 15 年度から令和 16 年度までの 2 年間までを目標

として、築 61 年から築 64 年目にあたる、長寿命化に適

さない第 2校舎（東棟・西棟・機械室棟）は改築を検討

します。改築を行う際は複合化についても検討します。

令和 15 年度に築 67 年目を迎えるプール機械棟について

は同時期に老朽化対策改修を検討します。 

次に、令和 17 年度から令和 18 年度までの 2 年間まで

を目標として、築 23 年目にあたる体育館と体育館渡廊

下棟について老朽化対策改修を検討します。 

次に、令和 22 年度から第 3 期にまたいでの令和 23 年

度までの 2 年間までを目標として、築 21 年目にあたる

管理棟と管理棟渡廊下棟について、老朽化対策改修を検

討します。 

 

○致芳小学校 

プール更衣室棟、プール部室棟、車庫 1に

ついて、長寿命化対策改修を行います。令

和10年度に築18年目を迎える車庫2につ

いては同時期に老朽化対策改修を行いま

す。  

 

（２）第２期（令和 13 年度～22 年度） 

○長井小学校……令和 15 年度から令和 16 年度までの 2 年

間を目標として、築 64 年から築 61 年目に

あたる、長寿命化に適さない第 2校舎（東

棟・西棟・機械室棟）は改築を行います。

令和15年度に築67年目を迎えるプール機

械棟については同時期に老朽化対策改修

を行います。 

次に、令和 17 年度から令和 18 年度までの 

2 年間を目標として、築 23 年目にあたる体

育館と体育館渡廊下棟について、老朽化対

策改修を行います。 

次に、令和 22 年度から第 3 期にまたいで  

の令和23年度までの2年間を目標として、

築 21 年目にあたる管理棟と管理棟渡廊下

棟について、老朽化対策改修を行います。 

○致芳小学校……令和 13 年度から令和 14 年度までの 2 年



令和 13 年度から令和 14 年度までの 2 年間までを目標

として、建物の大部分が築 52 年から築 54 年目にあたる

教室棟、特別教室棟、多目的ホール棟、管理棟、体育

館、体育館渡廊下棟について、長寿命化対策改修を検討

します。長寿命化改修を行う際は複合化についても検し

ます。なお、多目的ホール棟は令和 13 年度で築 38 年目

ですが、隣接する別棟との境界で漏水が生じているた

め、同時期の長寿命化改修を検討します。 

○西根小学校 

令和 13 年度から令和 14 年度までの 2 年間までを目標

として、築 55 年目にあたる体育館、体育館渡廊下と、

築 50 年目にあたる機械室棟について、長寿命化対策改

修を検討します。 

次に、令和 17 年度から令和 18 年度までの 2 年間まで

を目標として、築 53 年目にあたる教室棟、特別教室

棟、管理棟について、長寿命化対策改修を検討します。

長寿命化改修を行う際は複合化についても検討します。 

○平野小学校 

令和 19 年度から令和 20 年度までの 2 年間までを目標

として、築 54 年目にあたる校舎棟、体育館渡廊下棟、

体育館について、長寿命化対策改修を検討します。長寿

命化改修を行う際は複合化についても検討します。 

○豊田小学校 

間を目標として、建物の大部分が築 52 年

から築 54 年目にあたる教室棟、特別教室

棟、多目的ホール棟、管理棟、体育館、体

育館渡廊下棟について、長寿命化対策改修

を行います。なお、多目的ホール棟は令和

13 年度で築 38 年目ですが、隣接する別棟

との境界で漏水が生じているため同時期

に長寿命化改修とします。 

○西根小学校……令和 13 年度から令和 14 年度までの 2 年

間を目標として、築 55 年目にあたる体育

館、体育館渡廊下と、築 50 年目にあたる

機械室棟について、長寿命化対策改修を行

います。 

次に、令和 17 年度から令和 18 年度までの 

2 年間を目標として、築 53 年目にあたる教

室棟、特別教室棟、管理棟について、長寿

命化対策改修を行います。 

○平野小学校……令和 19 年度から令和 20 年度までの 2 年

間を目標として、築 54 年目にあたる教室

管理棟、体育館渡廊下棟、体育館について、

長寿命化対策改修を行います。 

 

 



令和 21 年度から令和 22 年度までの 2 年間までを目標

として、築 54 年から築 55 年目からにあたる校舎棟、体

育館渡廊下棟、体育館について、長寿命化対策改修を検

討します。長寿命化改修を行う際は複合化についても検

討します。 

○伊佐沢小学校 

令和 13 年度から令和 14 年度までの 2 年間までを目標

として、築 42 年目にあたる教室管理棟、多目的ホール

棟、体育館について、長寿命化対策改修を検討します。

長寿命化改修を行う際は複合化についても検討します。 

  

（３）第３期（令和 23 年度～32 年度） 

○長井小学校 

第 2期の令和 22 年度から第 3期にまたいでの令和 23

年度までの 2年間までを目標として、築 21 年目にあた

る管理棟と管理棟渡廊下棟について、老朽化対策改修を

検討します。 

次に、令和 29 年度を目標として、築 80 年目にあたる

プール機械室棟は改築を検討します。 

 

○致芳小学校 

令和 29 年度から令和 30 年度までの 2 年間までを目標

として、建物の大部分が築 68 年から築 70 年目にあたる

○豊田小学校……令和 21 年度から令和 22 年度までの 2 年

間を目標として、築 54 年から築 55 年目か

らにあたる教室管理棟、体育館渡廊下棟、

体育館について、長寿命化対策改修を行い

ます。 

 

○伊佐沢小学校…令和 13 年度から令和 14 年度までの 2 年

間を目標として、築 42 年目にあたる教室

管理棟、多目的ホール棟、体育館について、

長寿命化対策改修を行います。 

  

（３）第３期（令和 23 年度～32 年度） 

○長井小学校……第 2 期の令和 22 年度から第 3 期にまたい

での令和 23 年度までの 2 年間を目標とし

て、築 21 年目にあたる管理棟と管理棟渡

廊下棟について、老朽化対策改修を行いま

す。 

次に、令和 29 年度を目標として、築 80 年 

目にあたるプール機械室棟は改築を行い

ます。 

○致芳小学校……令和 29 年度から令和 30 年度までの 2 年

間を目標として、建物の大部分が築 68 年

から築 70 年目にあたる教室棟、特別教室



教室棟、特別教室棟、多目的ホール棟、管理棟、体育

館、体育館渡廊下棟について、老朽化対策改修を検討し

ます。 

○西根小学校 

令和 26 年度から令和 27 年度までの 2 年間までを目標

として、築 68 年目にあたる体育館、体育館渡廊下と、

築 63 年目にあたる機械室棟について、老朽化対策改修

を検討します。 

次に、令和 28 年度までを目標として、築年 51 年目に

あたる木造のプール管理棟、プール機械室棟は改築を検

討します。 

削除 

 

 

○長井南中学校 

建物の大部分が築 64 年から築 65 年目にあたる令和 28

年度から令和 31 年度までの 4年間までを目標として、

管理棟、教室棟（増築部含む）、管理棟渡廊下棟、技術

室棟、体育館渡廊下棟、体育館、柔剣道場、車庫 1につ

いて、長寿命化対策改修を検討します。令和 31 年度に

築 39 年目を迎える車庫 2については同時期の長寿命化

対策改修を検討します。 

 

棟、多目的ホール棟、管理棟、体育館、体

育館渡廊下棟について、老朽化対策改修を

行います。 

○西根小学校……令和 26 年度から令和 27 年度までの 2 年

間を目標として、築 68 年目にあたる体体

育館、体育館渡廊下と、築 63 年目にあた

る機械室棟について、老朽化対策改修を行

います。 

次に、令和 28 年度を目標として、築年 51  

年目にあたる木造のプール管理棟、プール

機械室棟は改築を行います。 

○平野小学校……令和 25 年度を目標として、築年 51 年目に

あたる木造のプール機械室棟は改築を行

います。 

○長井南中学校…建物の大部分が築 64 年から築 65 年目に

あたる令和 28 年度から令和 31 年度まで

の 4年間を目標として、管理棟、教室棟（増

築部含む）、管理棟渡廊下棟、技術室棟、体

育館渡廊下棟、体育館、柔剣道場、プール

機械室棟、プール更衣室棟、車庫 1につい

て、長寿命化対策改修を行います。令和 31

年度に築 39 年目を迎える車庫 2 について

は同時期に長寿命化対策改修を行います。 



○長井北中学校 

建物の大部分が築 62 年から築 63 年目にあたる令和 26

年度から令和 29 年度までの 4年間までを目標として、

普通教室棟、特別教室棟、体育館渡廊下棟、体育館、柔

剣道場車庫 1について、老朽化対策改修を検討します。

令和 29 年度に築 37 年目を迎える車庫 2については同時

期の長寿命化対策改修を検討します。 

  

 

 

（４）第４期（令和 33 年度～42 年度） 

○長井小学校 

令和 35 年度から令和 36 年度までの 2 年間までを目標

として、築 41 年目にあたる体育館と体育館渡廊下棟に

ついて、長寿命化対策改修を検討します。 

次に、令和 37 年度から令和 38 年度までの 2 年間まで

を目標として、令和 15 年度から令和 16 年度までの 2年

間で改築済と仮定し築 21 年目にあたる第２校舎につい

て、老朽化対策改修を検討します。 

次に、令和 42 年度から次期にまたいでの令和 43 年度

までの 2年間までを目標として、築 41 年目にあたる管

理棟と管理棟渡廊下棟について、長寿命化対策改修を検

討します。 

○長井北中学校…建物の大部分が築 62 年から築 63 年目に

あたる令和 26 年度から令和 29 年度まで

の 4年間を目標として、校舎管理棟、特別

教室棟、体育館渡廊下棟、体育館、柔剣道

場、プール更衣室棟、プール部室棟、車庫

1について、老朽化対策改修を行います。

令和29年度に築37年目を迎える車庫2に

ついては同時期に長寿命化対策改修を行

います。 

  

（４）第４期（令和 33 年度～42 年度） 

○長井小学校……令和 35 年度から令和 36 年度までの 2 年

間を目標として、築 41 年目にあたる体育

館と体育館渡廊下棟について、長寿命化対

策改修を行います。 

次に、令和 37 年度から令和 38 年度までの 

2 年間を目標として、令和 15 年度から令和

16 年度までの 2 年間で改築済と仮定し築

21 年目にあたる第２校舎について、老朽化

対策改修を行います。また、令和 38 年度

に築 85 年目を迎える第３校舎（東棟、東

棟渡廊下、西棟、西棟渡廊下）、については、

在校児童数の減少を鑑み、全てを減築・解



 

 

 

 

 

 

 

○西根小学校 

令和 33 年度から令和 34 年度までの 2 年間までを目標

として、築 69 年目にあたる教室棟、特別教室棟、管理

棟について、老朽化対策改修を検討します。 

○平野小学校 

令和 35 年度から令和 36 年度までの 2 年間までを目標

として、築 70 年目にあたる校舎棟、体育館渡廊下棟体

育館について、老朽化対策改修を検討します。 

○豊田小学校 

令和 37 年度から令和 38 年度までの 2 年間までを目標

として、築 70 年から築 71 年目からにあたる校舎棟、体

育館渡廊下棟、体育館について、老朽化対策改修を検討

します。 

○伊佐沢小学校 

令和 33 年度から令和 34 年度までの 2 年間までを目標

として、築 62 年目にあたる教室管理棟、多目的ホール

体とします。以降、教室及び特別教室は第

２校舎のみで維持します。 

次に、令和 42 年度から次期にまたいでの 

令和 43 年度までの 2 年間を目標として、

築 41 年目にあたる管理棟と管理棟渡廊下

棟について、長寿命化対策改修を行いま

す。 

○西根小学校……令和 33 年度から令和 34 年度までの 2 年

間を目標として、築 69 年目にあたる教室

棟、特別教室棟、管理棟について、老朽化

対策改修を行います。 

○平野小学校……令和 35 年度から令和 36 年度までの 2 年

間を目標として、築 70 年目にあたる教室

管理棟、体育館渡廊下棟、体育館について、

老朽化対策改修を行います。 

○豊田小学校……令和 37 年度から令和 38 年度までの 2 年

間を目標として、築 70 年から築 71 年目か

らにあたる教室管理棟、体育館渡廊下棟、

体育館について、老朽化対策改修を行いま

す。 

○伊佐沢小学校…令和 33 年度から令和 34 年度までの 2 年

間を目標として、築 62 年目にあたる教室

管理棟、多目的ホール棟、体育館について、



棟、体育館について、老朽化対策改修を検討します。 老朽化対策改修を行います。 



  



５-６.実施計画を反映させた長寿命化のコストの見通し 

前項における実施計画を反映させた長寿命化の試算結果

を図 5-6-1 及び図 5-6-2 に示します。改修等の優先順位付

けに基づいた長寿命化対策改修と老朽化対策改修と平準化

の実施により、整備費用は今後 40 年間で 295.3 億円（年

平均 7.38 億円）、今後 80 年間で 520.6 億円（年平均 6.51

億円）と推計と推計されます。 

 

この結果は、図 3-4-1 における築 50 年で改築した場合

の試算結果（整備費計 370.2 億円（年平均 9.25 億円））と

比較すると、今後 40 年間で▲74.9 億円（年平均▲1.87 億

円）のコスト縮減が見込まれます。 

また、図 4-5-1 及び図 4-5-2 における築年数順による長

寿命化型の試算結果（40 年間の整備費計 353.6 億円（年

平均 8.84 億円）、80 年間の整備費計 615.2 億円（年平均

7.69 億円））と比較すると、今後 40 年間で▲58.3 億円

（年平均▲1.46 億円）、今後 80 年間で▲94.6 億円（年平

均▲1.18 億円）のコスト縮減が見込まれます。 

 なお、この実施計画においても建築時期が同時期の建物

は改修や改築時期が集中します。改修等の優先順位のみな

らず、学校の適正規模・適正配置等についても今後検討し

ていく必要があります。 

 

５-５.実施計画を反映させた長寿命化のコストの見通し 

前項における実施計画を反映させた長寿命化の試算結果

を図 5-5-1 及び図 5-5-2 に示します。改修等の優先順位付け

に基づいた長寿命化対策改修と老朽化対策改修と平準化の

実施により、整備費用は今後 40 年間で 175.8 億円（年平均

4.40 億円）、今後 80 年間で 433.9 億円（年平均 5.42 億円）

と推計と推計されます。 

 

この結果は、図 3-4-1 における築 50 年で改築した場合の

試算結果（整備費計 265.7 億円（年平均 6.64 億円））と比較

すると、今後 40 年間で▲89.9 億円（年平均▲2.24 億円）の

コスト縮減が見込まれます。 

また、図 4-5-1 及び図 4-5-2 における築年数順による長寿

命化型の試算結果（40 年間の整備費計 225.0 億円（年平均

5.63 億円）、80 年間の整備費計 482.2 億円（年平均 6.03 億

円））と比較すると、今後 40 年間で▲49.2 億円（年平均▲

1.23 億円）、今後 80 年間で▲48.3 億円（年平均▲0.61 億円）

のコスト縮減が見込まれます。 

なお、この実施計画においても建築時期が同時期の建物は

改修や改築時期が集中しますが、長井小学校の第 3校舎の減

築により整備費の負担がやや軽減されています。よって、改

修等の優先順位のみならず、積極的な減築や学校の統廃合に

ついても今後検討していく必要があります。 



 

≪実施計画を反映させた長寿命化型コストの試算条件≫ 

（略） 

■改築（建て替え） 

・築 80 年経過後、10 年以内の完了とし、改築単価は種類

を問わず 618.7 千円/㎡とする。 

・長寿命化に堪えない長井小第 2校舎は改築とし、築 60

年経過後、5年以内の完了とする。 

■長寿命化対策改修 

・築 40 年経過後、10 年以内の完了とし、改修単価は種類

を問わず 322.1 千円/㎡とする。 

■老朽化対策改修 

・築 20 年と築 60 年経過後、10 年以内の完了とし、改修単

価は種類を問わず 187.2 千円/㎡とする。 

・令和 3年度時点で既に築 30 年が過ぎている建物は対象

外とし、長寿命化対策改修とする。 

■減築・解体 

・減築の場合、解体単価は種類を問わず 31.5 千円/㎡（解

体費×1.3（高騰分））とする。 

 

 

■維持コスト 

・過去 5年間の維持コスト 186,276 千円/年が継続するも

 

≪実施計画を反映させた長寿命化型コストの試算条件≫ 

（略） 

■改築（建て替え） 

・築 80 年経過後、10 年以内の完了とし、改築単価は種類を

問わず 475.9 千円/㎡とする。 

・長寿命化に堪えない長井小第 2 校舎は改築とし、築 60 年

経過後、5年以内の完了とする。 

■長寿命化対策改修 

・築 40 年経過後、10 年以内の完了とし、改修単価は種類を

問わず 247.8 千円/㎡とする。 

■老朽化対策改修 

・築 20 年と築 60 年経過後、10 年以内の完了とし、改修単価

は種類を問わず 144.0 千円/㎡とする。 

・令和 3 年度時点で既に築 30 年が過ぎている建物は対象外

とし、長寿命化対策改修とする。 

■減築・解体 

・減築の場合、解体単価は種類を問わず 24.2 千円/㎡とす

る。 

・長井小第 3 校舎については各種改修の計画はせず、築 80

年経過後、５年以内に減築・解体とする。 

■維持コスト 

・過去 5 年間の維持コスト 143,793 千円/年が継続するもの



のと仮定し、減築があれば相当分を減額する。 

 

 

 

 

と仮定し、減築があれば相当分を減額する。 

 

 



５-７.維持・更新の課題と今後の検討方針 

（１）維持・更新の課題 

長寿命化計画としての個別施設計画と実施計画を策定し

たことによる支出の平準化は実現できますが、過去 5年間

の維持管理費の年平均 1.83 億円/年に対する今後 40 年間

のコストの年平均は 9.24 億円/年で約 5倍となっており、

今後の財政負担となる高水準となっています。 

この課題を解消するには、今後、各学校教育施設での減築

や、学校の統廃合、市長部局所管の公共施設との複合化等

による総量削減の取組が不可欠と考えられます。 

  

 

 

 

 

（２）今後の検討方針 

減築や学校の統廃合、他の公共施設との複合化について

は、子どもたちの将来を左右する重要な事項となるため、

社会情勢の変化や人口の動態を詳細に検証しつつ、具体的

な方策を検討する必要があります。 

今後は長井市教育委員会を始めとして、長井市教育振興

計画の改訂に関する検討委員会、地域住民および学校教職

員との協議、統廃合などの再編計画において平準化の見直

５-６.維持・更新の課題と今後の検討方針 

（１）維持・更新の課題 

長寿命化計画としての個別施設計画と実施計画を策定し

たことによる支出の平準化は実現できますが、過去 5年間の

維持管理費の年平均 1.43 億円/年に対する今後 40 年間のコ

ストの年平均は 5.82 億円/年で約 4倍となっており、今後の

財政負担となる高水準となっています。 

この課題を解消するには、今後、各学校教育施設での減築や、

学校の統廃合等による総量削減の取組が不可欠と考えられ

ます。 

 また、長井市及び長井市教育委員会が所管する小中学校だ

けでなく、長期的には県立高等学校を含めた中高一貫教育

や、これによる学校再編等も考慮に入れながら検討を行う必

要もあります。 

 

（２）今後の検討方針 

減築や学校の統廃合については、子どもたちの将来を左右

する重要な事項となるため、社会情勢の変化や人口の動態を

詳細に検証しつつ、具体的な方策を検討する必要がありま

す。 

今後は長井市教育委員会を始めとして、長井市教育振興計

画の改定に関する検討委員会、地域住民および学校教職員と

の協議、統廃合などの再編計画において平準化の見直しを行



しを行い、具体的な長寿命化改修及び統廃合、複合化の検

討を進めていきます。 

 

（３）学校と公共施設が複合化した場合のメリット・課題  

 学校施設の多くが老朽化の著しい状況であり、安全安心

な教育環境の確保が急務です。一方、コミュニティセンタ

ー施設及び児童福祉施設の経年劣化も顕在化しており、長

井市公共施設等整備計画を踏まえながら、地域の将来像を

見据えた上で、市長部局と連携・協働し、学校施設との複

合化を検討していきます。 

複合化を行うことにより、公共施設の総量を減らし、改修

費用の割合も小さくすることが可能となります。 

また、複合化を実施することにより、「第３期長井市教

育振興計画」に記載している学校と地域の連携によって進

められてきた学校教育と社会教育の協働を基盤としなが

ら、学校課題と地域課題の双方を「学び」を起点に解決す

るスクール・ コミュニティの構築の場を作ることが可能

となります。 

複合化を実施する際は、空き教室や敷地内の空いている

スペースの利活用、または学校施設を改築することとなり

ますす。その際はメリット・課題を整理しながら進めてい

きます。 

 

い、具体的な長寿命化改修及び統廃合の検討を進めていきま

す。 

 

新設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（４）【参考】中学校の適正規模・適正配置等を検討した

場合のコストの見通し 

改修等の優先順位が高い長井南中学校と長井北中学校の

生徒数は、３-３.施設利用者数等の状況の表 3-3-7 及び図

3-3-7 で示すとおり、過去 30 年間で半減しており、今後も

減少傾向が予測されます。この状況を鑑み、今後の参考と

して、中学校の適正規模・適正配置等を検討し、新しい中

学校を新設した場合のコスト試算を示します。なお、ここ

では「新・統合中学校」と記載することとします。 

 

≪中学校を新設した場合の試算条件≫ 

■共通事項 

・小学校 6校のコストの見通しは、５-６.実施計画を反映

させた長寿命化のコストの見通しと同一とする。 

・新・統合中学校の整備期間は、学校、体育館は３年、付

属棟は 1年とし、整備費は整備期間の年数で等分する。 

・新・統合中学校の経年による長寿命化改修および老朽化

改修の条件も同一とする。 

■整備時期 

・用地を含め、令和 13 年度から令和 19 年度までの 7年間

を目標に整備を完了するものとする。 

■施設規模 

・施設規模は、南中の 9,007 ㎡、北中の 8,913 ㎡を参考と

（３）【参考】中学校を統廃合した場合のコストの見通し 

 

改修等の優先順位が高い長井南中学校と長井北中学校の

生徒数は、３-３.施設利用者数等の状況の表 3-3-10 及び図

3-3-10 で示すとおり、過去 30 年間で半減しており、今後も

減少傾向が予測されます。この状況を鑑み、今後の参考とし

て、南・北中学校を統廃合して新しい中学校を新設した場合

のコスト試算を示します。なお、ここでは「新・統合中学校」

と記載することとします。 

 

≪中学校を統合した場合の試算条件≫ 

■共通事項 

・小学校 6校のコストの見通しは、５-５.実施計画を反映さ

せた長寿命化のコストの見通しと同一とする。 

 

 

・新・統合中学校の経年による長寿命化改修および老朽化改

修の条件も同一とする。 

■整備時期 

・用地を含め、令和 7 年度から令和 12 年度までの 6 年間を

目標に整備を完了するものとする。 

■施設規模 

・施設規模は、南中の 9,007 ㎡、北中の 8,913 ㎡を参考と



し、新・統合中学校は 9,430 ㎡と仮定する。なお、面積増

分は全市から生徒を送迎するスクールバスの車庫増棟分を

想定する。 

■新築 

・新築単価は３-４.施設関連経費と施設整備の推移、

（４）新築費に記載のとおり、種類を問わず 502.0 千円/

㎡とする。 

■用地関係費 

・３-４.施設関連経費と施設整備の推移、（５）新築の場

合の用地関係費に記載のとおり、仮に用地関係費として総

額 14.0 億円を見込むものとする。 

■減築・解体 

・新・統合中学校の整備完了後、南中及び北中の施設は全

て解体するものと仮定する。 

・解体単価は種類を問わず 31.5 千円/㎡とする。 

■維持コスト 

・過去 5年間の維持コスト 186,276 千円/年が継続するも

のと仮定し、減築があれば相当分を減額する。 

 

中学校を新設した場合のコストの試算結果を図 5-7-1 及

び図 5-7-2 に示します。この場合、今後 40 年間にかかる

整備費用は 217.3 億円（年平均 5.43 億円）と推計されま

す。この結果は、図 5-6-1 における試算結果（整備費計

し、新・統合中学校は 9,430 ㎡と仮定する。なお、面積増分

は全市から生徒を送迎するスクールバスの車庫増棟分を想

定する。 

■新築 

・新築単価は３-４.施設関連経費と施設整備の推移、（４）

新築費に記載のとおり、種類を問わず 386.2 千円/㎡とする。 

 

■用地関係費 

・３-４.施設関連経費と施設整備の推移、（５）新築の場合

の用地関係費に記載のとおり、仮に用地関係費として総額

14.0 億円を見込むものとする。 

■減築・解体 

・新・統合中学校の整備完了後、南中及び北中の施設は全て

解体するものと仮定する。 

・解体単価は種類を問わず 24.2 千円/㎡とする。 

■維持コスト 

・過去 5 年間の維持コスト 143,793 千円/年が継続するもの

と仮定し、減築があれば相当分を減額する。 

 

中学校を統廃合した場合のコストの試算結果を図 5-6-1

及び図 5-6-2 に示します。この場合、今後 40 年間にかかる

整備費用は 173.9 億円（年平均 4.35 億円）と推計されます。

この結果は、図 5-5-1 における試算結果（整備費計 175.8 億



215.7 億円（年平均 7.39 億円））と比較すると、今後 40

年間で▲79.6 億円（年平均 1.99 億円）のコスト縮減が見

込まれます。 

また、今後 80 年間にかかる整備費用は 438.9 億円（年

平均 5.49 億円）と推計されます。この結果は、図 5-6-2

における試算結果（整備費計 520.6 億円（年平均 6.51 億

円））と比較すると、今後 80 年間で▲81.7 億円（年平均

▲1.02 億円）のコスト縮減が見込まれます。 

 なお、早期的な中学校の適正規模・適正配置等を検討し

た場合の判断は、長期的なコスト縮減だけでなく、令和 40

年代から令和 50 年代の改築時期の集中も軽減されること

がわかります。 

 

 

円（年平均 4.40 億円））と比較すると、今後 40 年間で▲1.9

億円（年平均 0.05 億円）のコスト縮減が見込まれます。 

また、今後 80 年間にかかる整備費用は 357.9 億円（年平

均 4.47 億円）と推計されます。この結果は、図 5-5-2 にお

ける試算結果（整備費計 433.9 億円（年平均 5.42 億円））と

比較すると、今後 80 年間で▲76.0 億円（年平均▲0.95 億

円）のコスト縮減が見込まれます。 

なお、早期的な中学校の統廃合の判断は、長期的なコスト

縮減だけでなく、令和 40 年代から令和 50 年代の改築時期の

集中も軽減されることがわかります。 

 

 

 



 

 

６. 長寿命化計画の継続的運用方針 

６-１.情報基盤の整備と活用 

（略） 

 

（３）フォローアップ 

 （略） 

 こうした進捗管理に当たっては、全庁的な視点により、

計画の実施状況の把握や検証、情報共有に努めるとともに、

上位計画である長井市公共施設等整備計画や予算との調整

を図りながら、適宜、評価・改善を検討します。 

 

 

６. 長寿命化計画の継続的運用方針 

６-１.情報基盤の整備と活用 

（略） 

 

（３）フォローアップ 

 （略） 

 こうした進捗管理に当たっては、全庁的な視点により、計

画の実施状況の把握や検証、情報共有に努めるとともに、上

位計画である長井市公共施設等整備計画（公共施設等総合管

理計画）や予算との調整を図りながら、適宜、評価・改善を

検討します。 

本計画の目標達成に向けて、個別の施設ごとの対策を検討



し、個別の計画を策定する必要があります。その個別の計画

の実行過程で年 1回状況を評価し、必要に応じて計画の修正

や追加を行うことを検討します。 

 


